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京都議定書目標達成計画の進捗状況（案） 

 
平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 
地球温暖化対策推進本部幹事会 

 
１．進捗状況の点検方法 
 
（１）京都議定書目標達成計画における進捗管理方法 

 
平成２０年３月２８日に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」（改定版）（以下「目

標達成計画」という。）においては、目標達成計画に盛り込まれた施策について、「個々の

対策について政府が講じた施策の進捗状況等の点検を毎年厳格に行う。正確な点検のため

には最新の状況を把握することが必要であることから、各府省庁は、対策評価指標、排出

削減量、関連指標等（以下「対策評価指標等」という。）の点検を行うために必要な実績値

の算出等の早期化に努める」こととされている。 
また、年内を目途に、「次年度以降に強化・追加が必要な対策・施策等を検討」し、「そ

の際には、可能な限り全ての対策評価指標等について、点検の前年度の実績値（可能なも

のについては当該年度上半期等の実績値を含む。）を明らかにするとともに、６月頃の点検

を受けて行った検討の結果を踏まえ、次年度以降に実施予定の予算案・税制改正案、法案

等を含む対策・施策について検討を進める」こととしている。 
 

（２）各府省庁における点検 
 
今回の進捗状況の点検は、各対策・施策について、まずは担当府省庁の関係審議会等に

おいて意見を聴取した上で、地球温暖化対策推進本部幹事会で取りまとめるものである。 

担当府省庁の関係審議会等として、食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委

員会、林政審議会施策部会地球環境小委員会、水産政策審議会企画部会地球環境小委員会、

産業構造審議会環境部会地球環境小委員会、社会資本整備審議会環境部会、交通政策審議

会交通体系分科会環境部会、中央環境審議会地球環境部会がそれぞれ開催され、審議を行

った。また、情報通信審議会には報告が行われた。 

 
２．対策の進捗状況について 

 

（１）我が国の温室効果ガスの総排出量と削減必要量 
 

我が国の温室効果ガスの総排出量は、２００７年度速報値で、二酸化炭素に換算して約

１３億７，１００万トンであり、基準年度比で８．７％増加している。２００７年度から

２０１０年度にかけて、目標達成計画の部門別の目安の達成のためには、２００７年度比
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で、エネルギー起源二酸化炭素については、産業部門（基準年における総排出量に占める

割合：３８％）－１０．１～－１１．０％、業務その他部門（同割合：１３％）－９．８

～－１０．８％、家庭部門（同割合：１０％）－２１．４～－２３．１％、運輸部門（同

割合：１７％）－２．４～－３．８％、エネルギー転換部門（同割合：５％）－１７．０％

の削減が必要となっている。 
また、非エネルギー起源二酸化炭素（同割合：７％）は－３．６％、メタン（同割合：

３％）は－２．３％、一酸化二窒素（同割合：３％）は－２．４％～－２．６％の削減が

必要となっている。 
代替フロン等３ガス（同割合：４％）については、オゾン層破壊物質からの代替が進む

ことによりＨＦＣの排出量が増加することが予想される等いくつかの排出量の増加要因も

あるものの、増加量を＋７８．４％に抑えることが必要である。 
さらに、森林吸収源対策については、２００７年度から２０１２年度の６年間で、毎年

２０万ｈａの追加的な森林整備が必要であり、２００８年度以降は毎年７８万ｈａの森林

整備を行うこととしている。２００７年度においては、７５万ｈａの森林整備を行ってお

り、引き続き森林整備等を推進し、基準年比で３．８％分の森林吸収量を確保することが

必要である。 
京都メカニズムの活用については、２００７年度において、１，６６６万ｔ－ＣＯ２分

のクレジットを取得する契約を結んだところ（２００６年度からの累計で２，３０４万ｔ

－ＣＯ２）であり、引き続き、補足性の原則を踏まえつつクレジット取得を進めることが

必要である。 
排出状況の詳細については、別添１を参照。 
 

（２）各対策・施策の進捗状況 
 
今回の点検に当たっては、各対策・施策の排出削減量及び目標達成計画に掲げられた対

策評価指標について、原則として２０００年度から２００７年度（可能なものについては

２００８年度上半期）までの実績の把握を行うとともに、データ入手が可能な限り２００

８年度から２０１２年度までの各年度の見込み1を把握した。そして、これらの見込みに照

らした実績のトレンド等を評価するとともに、対策・施策の追加・強化等の状況を把握し

別添２に取りまとめた。 
その結果、大半の対策について実績のトレンドが概ね見込みどおりであった。また、実

績のトレンドが見込みどおりでないものについても、自主行動計画においては、各団体に

対して取組の強化を促しているところであり、その他の対策においては、対策・施策の追

加・強化を行っているところである。２００７年度においては、原子力発電所の利用率の

低下等の影響による電力部門の排出量の増加、電力排出原単位の悪化が総排出量の増加に

大きく影響を与えているが、電気事業連合会においては、引き続き①安全確保と信頼回復

                                            
1 目標達成計画別表１から６の「対策評価指標」及び「排出削減見込量」の各年度の値。別表に第１約

束期間の平均値のみが記載されている対策については、目標達成計画閣議決定後に検討された当該対

策の各年度の値。 
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を前提とした原子力発電の推進、②火力発電熱効率の更なる向上と火力電源運用方法の検

討、③京都メカニズム等の活用により、目標達成計画における第１約束期間の削減見込み

を達成することとしている。 
今後、来年６月頃の進捗状況点検に向け、引き続き、各対策・施策の着実な推進を図る

とともに、これら対策・施策の追加・強化の効果を把握し、慎重に見極めていく必要があ

る。また、自主行動計画については、その目標等については自主性に委ねられるべきもの

であることを踏まえつつ、既に現状が目標を超過している業種については、目標の引き上

げを行うことが目標達成計画において奨励されているため、目標達成計画に基づき、該当

業種について目標の引き上げを促すとともに、透明性・信頼性・目標達成の蓋然性を向上

させる必要がある。 
また、来年夏以降には、第１約束期間全体（５年間）における我が国の温室効果ガス排

出量見通しを示し、目標達成計画に定める対策・施策の進捗状況・排出状況等を総合的に

評価し、必要な措置を講ずることとしているため、２００８年度から２０１２年度までの

各年度の見込みを把握していく必要がある。 
さらに、各対策・施策で、実績データが入手できないために進捗度合が現段階では分か

らないもの、実績値の把握が遅いものも依然としてあるため、実績データの入手及びデー

タ整備の早期化に努めていく必要がある。 
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我が国の温室効果ガス排出量の推移及び見通し 

 
 
 

 

別添１
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































